
":./ 

ヤ

ワ
の
共
同
占
有
の
解
腫
胞
を
め
ぐ
っ
て

植

村

泰

夫

は
じ
め
に

一
穂
換
の
失
敗

二
固
定
持
分
制
共
同
占
有
の
増
加
と
そ
の
愛
化

三
共
同
占
有
解
慢
の
要
因

お
わ
り
に

t主

じ

め

kこ
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周
知
の
如
く
、

こ
の
共
同
占
有
は
、

一
九
世
紀
後
半
に
は
、
中
・
東
部
ジ
ャ
ワ
を
中
心
に
、
水
田
の
共
同
占
有
が
贋
汎
に
存
在
し
て
い
た
。

一
八
六
五
年
に
提
出
さ
れ
た
プ
ヅ
テ
の
栽
培
法
案
に
お
い
て
世
襲
的
個
人
占
有
へ
の
轄
換
が
主
張
さ
れ
て
以
来
、
議
論
の
的
と
な
り
、
オ
ラ
ン

ダ
東
イ
ン
ド
政
臆
も
こ
の
轄
換
の
問
題
に
本
格
的
に
取
り
組
み
は
じ
め
る
。
即
ち
、
一
八
六
八
、
六
九
年
に
は
直
轄
領
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
り

大
規
模
な
土
地
権
調
査
が
寅
施
さ
れ
、
一
八
七
二
年
に
は
秘
書
官
レ
ピ
ソ
ン
・
ノ
ル
マ
ン
が
蒋
換
問
題
で
地
方
役
人
と
意
見
を
交
換
す
る
た
め

に
ジ
ャ
ワ
各
地
に
波
遣
さ
れ
た
。
ま
た
、
各
地
の
轄
換
の
寅
情
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
が
、
各
地
方
の
州
長
官
レ
シ
デ
ン
ト
に
求
め
ら
れ
、

こ
の
報
告
に
基
づ
い
て
一
八
七
六
年
以
降
の
同
。

Ngmむ
と
て
同

z
p
h
(以
下
、
』
門
・
戸
、
・
と
省
略
す
る
)
に
は
毎
年
の
轄
換
朕
況
が
記
載
さ
れ
る

一
八
七
二
年
か
ら
は
五
年
毎
に
各
州
毎
の
デ
サ
数
、
耕
地
面
積
が
占
有
形
態
別
に
調
査
さ
れ
、
統
計
に
ま
と
め
ら
れ
て

よ
う
に
な
る
。
更
に
、
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』
門
・
て
・
に
載
録
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、

一
八
八

O
年
の
内
・
て
・
回
』
-
-
F
F
円
、
に
は

そ
れ
ま
で
の
轄
換
の
朕
況
が
線
括
的
に
調
査
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さ
れ
た
も
の
の
報
告
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
調
査
と
と
も
に
、
東
イ
ン
ド
政
鹿
内
で
は
、
輯
換
に
際
し
て
の
規
則
の
制
定
の
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い

ら
結
局
、
こ
の
作
業
は
最
終
的
に
は
一
八
八
五
年
の
い
わ
ゆ
る
轄
換
令
制
定
で
一
段
落
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
共
同
占
有
か
ら
世
襲
的
個

一
八
七
二
年
以
来
、

人
占
有
へ
の
騨
換
に
は

「
少
く
と
も
土
地
の
使
用
権
を
有
す
る
者
の
四
分
の
三
が
こ
の
鱒
換
を
希
望
し
、
分
割
の
方
法
に
同
意
す
る
こ
と
」

(
二
篠
一
項
)
及
び
、
デ
サ
首
長
、
デ
サ
役
人
の
た
め
の
職
回
を
別
に
確
保
す
る
こ
と

(
三
項
)
が
必
要
保
件
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
政
臆
の
針
臆
の
中
で
、
共
同
占
有
か
ら
個
人
占
有
へ
の
輔
換
は
い
か
な
る
朕
況
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
、
こ

の
鱒
換
は
順
調
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
田
中
則
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
轄
換
令
の
規
定
は
「
慣
習
法
に
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ

た
た
め
大
部
分
死
文
化
し
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
り
、
轄
換
を
困
難
に
し
た
理
由
は
、

ω夫
役
の
不
均
衡
、

ω甘
煎
栽
培
、

ω村
役
人
の
妨

害、

ω持
分
の
地
味
不
均
等
の
四
期
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
田
中
氏
に
よ
れ
ば
「
し
か
し
徐
々
に
で
は
あ
る
が
轄
換
令
は

理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
住
民
の
聞
に
浸
透
し
て
い
っ
た
」
の
で
あ
り
、
「
東
イ
ン
ド
政
臆
な
ら
び
に
土
着
民
官
吏
の
奨
勘
と
説
得
に
よ
り
、

割
替
え
期
聞
の
延
長
か
ら
定
期
的
割
替
え
の
中
止
、
す
な
わ
ち
固
定
持
ち
分
へ
と
徐
々
に
轄
換
し
て
い
っ
た
。
」
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
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筆
者
も
又
、
こ
の
見
通
し
に
は
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
う
し
た
持
分
固
定
化
の
百
六
佳
的
な
メ
カ
一
ズ
ム
、
あ
る
い
は
固
定
持

分
制
共
同
占
有
が
更
に
ど
の
よ
う
に
嬰
化
を
し
た
か
と
い
っ
た
黙
は
、
検
討
の
徐
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

先
ず
、
轄
換
の
失
敗
を
再
被
討
し
、
次
い
で
土
地
持
分
の
回
定
化
と
共
同
鐙
規
制
の
弱
ま
り
を
具
鐙
的
に
明
ら
か
に
し
、

る
と
と
も
に
、
二

O
世
紀
前
半
の
ジ
ャ
ワ
に
於
け
る
土
地
問
題
の
方
向
を
展
墓
し
て
み
た
い
。

そ
の
要
因
を
検
討
す

轄

換

の

失

敗

に
よ
れ
ば
、

史
料
の
開
係
上
、
先
ず
最
初
に
一
八
八

O
年
ま
で
の
穂
換
朕
況
を
見
て
み
よ
う
。
先
述
し
た
レ
ビ
ソ
ン
・
ノ
ル
マ
ン
の
一
八
七
四
年
の
調
査

ス
マ
ラ
ン
、
ヶ
ド
ゥ
l
、
パ
ニ
占
マ
ス
、
バ
ゲ
レ
ン
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
、
ジ
ャ
パ
ラ
州
の
ジ
ャ
パ
ラ
、
ジ
ョ

グ
デ
リ
の
各
州
及
、
ひ
、



ア
ナ
雨
豚
で
は
穂
換
傾
向
が
強
く
、
ス
ラ
パ
ヤ
、
パ
ス
ル
ア
ン
雨
州
及
び
、
白
ジ
ャ
パ
ラ
州
パ
テ
ィ
、

無
い
か
、
全
く
無
い
と
い
わ
れ
る
。
具
鐙
的
な
特
換
デ
サ
敷
に
つ
い
て
は
、
唯
一
、

ぞ
六
三
七
デ
サ
が
轄
換
を
寅
現
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ク
ド
ヮ
ス
豚
で
は
穂
換
傾
向
は
ほ
と
ん
ど

一
一
月
二
三
日
の
書
簡
に
、
ケ
ン
ダ
ル
豚
(
ス
マ
ラ
ン
)

次
に
、
同
・

戸、・

5
誌
に
よ
る
と
、

チ
ェ
リ
ボ

ン
、
テ
ガ
ル
、
プ
カ

ロ
ン
ガ
ン
、
バ
ニ

ュ
マ
ス
、
バ

ゲ
レ
ン
、

ケ
ド
ゥ

ー
で
は

大
半
の
デ

サ
で
定
期
割
替
が
な
い
こ
と
、
バ

ニ
ュ
マ
ス
で
は

一
八
七
四
年
に
三
デ
サ
で
共
同
占
有
か
ら
個
人
占
有
へ
の
轄
換
が
生
じ
た
、
ケ
ド
ゥ
ー
で
は

七
五
年
に
三
デ
サ
が
轄
換
を
寅
施
、
七
六
年
初
め
に
は
別
に
三
デ
サ
が
轄
換
プ
ラ
ン
を
表
明
し
た
、
バ
ゲ
レ
ン
で
は
七
六
年
四
月

一
日
以
前
に

七
二
デ
サ
で
輔
換
が
寅
施
さ
れ
た
、
ス
マ
ラ
ン
で
は
一
八
七
四
年
に
ス
マ
ラ
ン
鯨
四

O
、
ア
ン
バ
ラ
ワ
鯨
多
数
の
デ
サ
、
サ
ラ
テ
ィ
ガ
豚
一

七
、
デ
マ
ク
鯨
一
五
、
及
び
グ
ロ
ボ
ガ
ン
鯨
の
い
く
ら
か
の
デ
サ
で
「
土
地
が
恒
久
的

P
T岳
山
氏
に
分
割
さ
れ
た
」
、
ジ
ャ
パ
ラ
で
は
一
デ

サ
で
縛
換
が
生
じ
、
ル
ン
バ
ン
で
は
四

O
デ
サ
が
土
地
の
恒
久
的
分
割
を
決
定
し
た
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
で
は
マ
デ
ィ
ウ
ン
豚
で
五
四
デ
サ
が
轄
換

の
意
志
表
示
を
な
し
、
ポ
ノ
ロ
ゴ
鯨
の
大
半
の
デ
サ
が
恒
久
的
分
割
を
貫
施
し
た
、
ク
デ
ィ
リ
で
は
一
八
七
四
年
に
一
一
デ
サ
で
轄
換
が
見
ら

れ
た
と
、
こ
の
聞
の
轄
換
の
賓
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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更
に
、
内
て
・

5
コλ
∞
に
よ
る
と
、
バ
ゲ
レ
ン
で
か
な
り
の
数
の
デ
サ
が
、
こ
の
時
期
ま
で
に
轄
換
し
て
い
る
こ
と
、
プ
カ
ロ
ン
ガ
ン
、

ジ
ヤ
パ
ラ
、
ル
ン
バ
ン
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
で
は
定
期
割
替
を
慶
止
し
た
デ
サ
が
い
く
つ
か
存
在
し
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
轄
換
は
数
の
上
で
は
か
な
り
多
い
の
で
あ
る
が
、
質
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

第
一
の
問
題
は
、
果
し
て
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
轄
換
が
、
本
嘗
に
世
襲
的
個
人
占
有
へ
の
轄
換
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

同
・
て
-

H

∞
誌
に
は
「
バ
ニ
ュ
マ
ス
と
ケ
ド
ヮ
ー
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
轄
換
が
行
な
わ
れ
た
デ
サ
に
お
け
る
事
態
の
推
移
は
、
同
じ
よ
う

に
先
ご
ろ
観
察
さ
れ
た
固
定
持
分
制
共
同
占
有
が
一
般
的
で
あ
る
こ
の
地
域
の
他
の
デ
サ
の
紋
況
と
何
ら
嬰
り
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、
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め
に
、
住
民
は
以
前
の
定
期
割
替
を
復
活
さ
せ
た
い
と
希
撃
し
た
が
、

レ
ビ
ソ
ン
・
ノ
ル
マ
ン
の
書
簡
で
は
縛
換
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
ス
マ
ラ
ン
州
ケ
ン
ダ
ル
豚
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ン
ス
ト
ハ
労
役
)
が
重
い
た

行
政
官
、か
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
現
献
を
維
持
さ
せ
た
、
そ
れ
ゆ
え
、
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「
既
に
、
固
定
持
分
制
共
同
占
有
、
即
ち
個
人
的
で
あ
る
が
、
世
襲
的
占
有
で
は
な
い
と
規
定
さ
れ
る
現
在
の
朕
態
を
、
土
地
の
定
期
割
替
よ

り
も
好
む
大
き
な
勢
力
が
存
在
す
る
」
と
報
告
さ
れ
る
。
衣
に
、
先
に
あ
げ
た
報
告
中
で
は
最
も
轄
換
デ
サ
数
の
多
い
パ
ゲ
レ
ン
に
つ
い
て
、

一
八
八

O
年
の
州
長
官
の
報
告
を
見
る
と
、
い
く
ら
か
の
デ
サ
で
は
輔
換
傾
向
が
あ
る
も
の
の
、
住
民
は
現
賓
に
は
個
人
占
有
へ
の
移
行
を
行

な
わ
な
い
と
述
べ
ら
れ
、
叉
、
後
々
な
デ
サ
で
個
人
占
有
へ
の
糸
口
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
土
地
が
毎
年
割
替
ら
れ
る
の
で
な
く
、
各
持
分

保
有
者
が
興
え
ら
れ
た
土
地
区
劃
の
安
定
し
た
使
用
権
を
何
年
聞
か
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
朕
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
に
す

同

ぎ
な
い
。

以
上
の
三
例
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
輔
換
と
は
個
人
占
有
を
賓
現
し
た
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
定
期
割
替
を
底
止
し
た
に
す
ぎ
な
い
と

考
え
た
方
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
政
臆
側
の
方
も
、
質
は
個
人
占
有
と
固
定
持
分
制
共
同
占
有
の
匡
別
が
明
確
に
は
理
解
で
き

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
先
に
あ
げ
た
同
・
て
・
民
国
の
ス
マ
ラ
ン
の
固
定
持
分
化
の
記
事
の
中
で
、
デ
マ
ク
、
グ
ロ
ボ
ガ
ン

「
住
民
は
共
同
占
有

g
g
B
CE
回二u
m
N
M
H

に
戻
る
こ
と
を
希
草
し
た
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
共
同
占
有
」
と
は
、
明
ら
か
に
定
期
割
替
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

そ
う
す
る
と
割
替
を

- 84-

牒
は
そ
れ
ぞ
れ
、
土
地
を
恒
久
的
に
分
割
し
た
数
箇
月
後
に
、

寅
施
し
な
い
も
の
は
共
同
占
有
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
に
間
着
す
る
。

第
二
は
、
逆
も
ど
り
の
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

出門戸、・
H

∞
誌
に
よ
る
と
、

マ
デ
ィ
ウ
ン
と
ク
デ
ィ
リ
で
は
、

一
八
七
四

年
に
輔
換
を
寅
施
し
た
う
ち
の
各
々
四
デ
サ
、
三
デ
サ
が
割
替
制
を
復
活
し
た
、
ク
デ
ィ
リ
で
は
、
あ
る
農
民
が
常
に
肥
沃
な
匿
劃
を
占
め
、

他
が
ず
っ
と
悪
地
を
占
有
す
る
の
に
は
同
意
で
き
な
い
と
、
人
々
が
こ
の
理
由
を
述
べ
た
と
あ
か
。
他
に
、
ル
ン
バ
ン
で
七
五
年
に
固
定
持
分

同

化
し
た
四

O
デ
サ
中
の
一
五
デ
サ
が
割
替
を
復
活
、
バ
ゲ
レ
ン
で
も
七
六
年
末
に
時
換
し
た
と
言
わ
れ
る
カ
ラ
ン
・
ア
ニ
ュ
ル
鯨
の
二
五
デ

サ
の
う
ち
、

一
四
デ
サ
が
七
七
年
に
は
割
替
制
に
戻
っ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
一
八
七
八
年
に
は
各
地
の
輔
換
紋
況
の
調
査
が
指
示
さ
れ
、
一
八
八

O
年
の
内
て
・
の
回
己
・
ロ
ト

に
載
録
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
?
こ
れ
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
全
地
域
に
お
い
て
縛
換
の
傾
向
山
存
在
し
な
い
と
否
定
的
に
解
答
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
・
て
・
昆

g
は、



こ
の
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
住
民
が
既
に
共
同
占
有
を
世
襲
的
個
人
占
有
へ
穂
換
す
る
権
利
を
各
地
で
行
使
し
て
い
る
と
政
鹿
が
考
え
た
の

は
誤
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
定
期
割
替
の
贋
止
を
共
同
占
有
か
ら
世
襲
的
個
人
占
有
へ
の
穂
換
だ
と
見
誤
っ
た
結
果
で
あ
る
と
述
べ
る
に
至
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
次
に
我
々
は
一
八
八

O
年
以
降
の
轄
換
に
つ
い
て
徐
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
今
、
円
六
本
文
の
記
事
に
よ
っ
て
、
各
年
次
毎
の

轄
換
数
を
あ
げ
る
と
、
一
八
八
一
年
四
デ
サ
(
バ
ゲ
レ
ン
一
、
ル
ン
バ
ン
三
〉、
八
二
年
二
デ
サ
(
テ
ガ
ル
〉
、
八
三
年
一
デ
サ
(
テ
ガ
ル
)
、

八
四
年
、
八
五
年
は
無
、
八
六
年
に
は
マ
デ
ィ
ウ
ン
と
チ
ェ
リ
ボ

ン
で
轄
換
の
希
望
が
表
明
さ
れ
た
が
貫
際
に
は
輔
換
に
至
ら
ず
、
八
七
年
二

二
デ
サ
(
チ
ェ
リ
ボ
ン
一
、
テ
ガ
ル
一
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
二

O
)、
八
八
年
一
一
デ
サ
(
テ
ガ
ル
一
、
ス
ラ
バ
ヤ
一

O
〉
で
轄
換
が
希
草
さ
れ
た
、

八
九
年
五
デ
サ

(
テ
ガ
ル
二
、
パ
ゲ
レ
ン
三
)
、
九

O
年
五
デ
サ
(
バ
ゲ
レ
ン
)
、
九
一
年
J
九
四
年
無
、
九
五
年
一
デ
サ
(
ジ
ャ
パ
ラ
)
、
九
六

年
九
デ
サ
(
ジ
ャ
パ
ラ
四
、
ス
ラ
バ
ヤ
五
〉、
九
七
年
七
デ
サ
(
ス
ラ
バ
ヤ
)
、
九
八
年
三
デ
サ
(
ス
ラ
バ
ヤ
一
、
バ
ゲ
レ
ン
一
一
)
、

一
九

O
六
年
一

O
六

デ

サ

(

パ

ス

ル

ア

ン

)

、

八

年

無

、

一
九

O
五
年
無
、

一
九

O
七、

九
九
年

t

一
九

O
九
J
一
三
年
は
ス
ラ
バ
ヤ
の
み
で
合
計
八
、

一
四
年
J
一
七
年
無
、
一
八
年
三
デ
サ
(
ジ
ャ
パ
ラ
〉
、
一
九
年
二
デ
サ
(
ス
ラ
バ
ヤ
〉
、
二

O
年
四
デ
サ
〈
ジ
ャ
パ
ラ
)
、

二
三
年
一
デ
サ
(
ス
ラ
バ
ヤ
〉
、
二
四
年
二
デ
サ
(
チ
ェ
リ
ボ
ン
、
ス
ラ
バ
ヤ
)
、
二
五
年
二
九
デ
サ
(
ス
マ
ラ
ン
二
五
、

六
年
八

O
デ
サ
(
ス
マ
ラ

ン
五
一
、
ス
ラ
バ
ヤ
二
一
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
一
、
ク
デ
ィ
リ
七
)
、
二
七
年
九
九
デ
サ
(
ス
マ
ラ

ン
)、

(
ル
ン
バ
ン
)
、
二
九
年
三
デ
サ
(
プ
カ
ロ

ン
ガ
ン
一
、
パ
ニ
占
マ
ス
一
一
〉
と
な
る
。

二
一
、
二
二
年
無
、

- 85ー

ス
ラ
バ
ヤ
囚
)
、

二
八
年
一
デ
サ

以
上
を
見
る
と
、
一
九

O
六
年
、

一
九
二
五
J
二
七
年
に
は
か
な
り
の
数
の
デ
サ
が
轄
換
を
賞
施
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
こ
の

時
期
の
同
・
て
・
の
記
述
も
極
め
て
簡
単
で
あ
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
の
時
期
を
見
る
と
、

八
七
、

八
八
年
が
多
少
と
も
目
立
つ
程
度

に
過
ぎ
な
い
。
以
下
、
我
々
は
、
同
・
て
・
の
記
述
が
比
較
的
詳
し
い
八

0
年
代
の
轄
換
の
い
く
つ
か
を
例
に
、
そ
の
寅
態
を
検
討
し
た
い
。

き
て
、
同
・
て
・

5
8
に
よ
る
と
、

一
八
八

O
年
以
降
に
轄
換
し
た
四
九
デ
サ
の
う
ち
、

テ
ガ
ル
の
七
デ
サ
と
バ
ゲ
レ

ン
の
八
デ
サ
で
は
新
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し
い
形
態
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
が

チ
ェ
リ
ボ

ン

ル
ン
バ
ン、

ス
ラ
バ
ャ
、

マ
デ
ィ
ウ

ン
で
は
、
嘗
初
か
ら
轄
換
の
意
園
が
理
解
さ
れ
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ア 名
持分権

サ 車専換面積
既個人存占有の I恒久的職田 I一時的職田 保有者数

トムプラン 130日 26- 8315 3130 73 

ングノレチ ョ 51176 15 1'14 1415 28 

フ.トゥ 61131 120 3<70 122 59 

スコ 161- 2'0 15 

ドターミリン 46'-9 1280 30 

グムカン 361'0 11- 3500 1400 20 

ググノレ 26 103 28 

ダトヮン 15- 190 11 

グンソン 128- 3'92 19158 178 

グラヵー一・アノレム 84- 6 2 42 

面積単位はバウ，右肩の小数字は卒方ノレーデン，小数字中のーは剣讃不明のものを示す。

出所 K. V. 1889， p.89. 

て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
様
々
な
理
由
に
よ
っ
て
別
の
占
有
形
態
へ
逆
戻
り
し
た
と
述

帥

べ
ら
れ
る
。
轄
換
が
順
調
で
あ
っ
た
テ
ガ
ル
、
バ
ゲ
レ
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
上

の
記
述
は
な
い
。
以
下
、
輔
換
が
う
ま
く
進
ま
な
か
っ
た
四
牒
の
例
を
検
討
す
る
。

チ
ェ
リ
ボ
ン
で
は
、

一
八
八
七
年
に
マ
ジ
ャ
ル
ン
カ
鯨
ジ
ャ
テ

ィ
ワ

ン
ギ
郡
の
カ

ラ
ン
・
サ
ム
ボ
ン
と
い
う
デ
サ
で
轄
換
が
寅
施
さ
れ
た
。
樽
換
面
積
は
四
三
一
バ
ウ

四
分
の
一
で
、
こ
れ
が
三

O
五
人
の
持
分
権
保
有
者
に
分
割
さ
れ
た
。
別
に
一
四
一

パ
ウ
が
デ
サ
役
人
の
職
回
用
に
分
割
の
劃
象
外
に
お
か
れ
、
ま
た
二
ニ
バ
ウ
が
新
た

に
デ
サ
へ
来
る
者
や
、
分
割
時
に
は
未
成
人
で
あ
る
デ
サ
住
民
に
後
か
ら
引
渡
せ
る

醐

ょ
う
残
さ
れ
た
。
こ
の
割
替
に
つ
い
て
、
内
て
・
呂
田
は
、
「
報
告
に
よ
れ
ば
、
チ
ェ

リ
ボ
ン
の
一
デ
サ
の
住
民
は
こ
の
輔
換
を
、
定
期
割
替
制
共
同
占
有
か
ら
固
定
持
分

- 86一

制
共
同
占
有
へ
の
輔
換
で
あ
る
と
意
圃
し
、
理
解
し
た
よ
う
で
あ
る
。
デ
サ
嘗
局
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
常
に
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
主
張
し
つ
づ
け
、
時
に
は
、
ジ
ャ
ワ
人
に

一
般
的
な
世
襲
権
に
従
っ
て
そ
の
土
地
に
射
し
権
利
を
有
す
る
者
と
は
別
の
者
に
土

地
を
興
え
る
た
め
に
、
こ
の
権
利
を
護
動
し
向
。」
と
述
べ
る
。

ル
ン
バ
ン
の
八
一
年
に
轄
換
し
た
三
デ
サ
に
つ
い
て
は
、
「
住
民
は
非
常
に
明
確

に
共
同
方
式
へ
復
蹄
し
、
か
つ
て
寅
施
し
た
轄
換
の
記
憶
す
ら
、
今
や
ほ
と
ん
ど
消

輔

滅
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

次
に
ス
ラ
パ
ヤ
を
見
ょ
う
。

一
八
八
八
年
に
鱒
換
が
貫
施
さ
れ
た
と
さ
れ
る
ジ
ョ

ン
パ
ン
鯨
モ
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
郡
の
一

O
デ
サ
の
名
稀
そ
の
他
は
上
表
の
如
く
で
あ
る
。
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き
て
、
こ
の
蒋
換
理
由
と
し
て
、

N

門
て

-
E
S
は
、
穂
換
を
阻
ん
で
い
た
デ
ィ
ン
ス
ト
の
重
藍
が
大
部
分
軽
減
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
。

ろ
が
、
翌
年
の
内
・
て
・
に
よ
る
と
「
住
民
は
明
ら
か
に
、
新
し
い
朕
況
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
観
念
を
未
だ
持
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、 と

こ

特
に
住
民
は
、
非
行
を
犯
し
た
者
の
土
地
や
、
占
有
者
の
死
去
に
よ
り
相
績
者
の
手
に
移
っ
た
土
地
で
、
相
績
者
が
そ
の
土
地
占
有
に
課
せ
ら

れ
る
諸
義
務
を
果
そ
う
と
し
な
い
よ
う
な
場
合
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
デ
サ
に
牧
容
さ
れ
る
と
い
う
慣
行
を
存
績
さ
せ
る
こ
と
を
墓
ん
で
い
る

制

か
ら
で
あ
る
。
」
と
、
轄
換
の
不
充
分
さ
が
示
唆
さ
れ
、
更
に
一
八
九
一
年
に
は
、
こ
の
輔
換
は
確
固
た
る
J

も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、

「
人
々
は
個
人
占
有
と
は
相
容
れ
な
い
デ
サ
規
則
を
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
他
地
域
と
同
様
、
固
定
持
分
制
共
同
占
有
へ
戻
ろ
う
と
す
る

同

傾
向
が
看
取
し
う
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
同
・
て
-

H

∞
告
で
は
轄
換
は
固
定
持
分
制
以
上
に
準
ん
で
い
な
い
と
評
債
さ
れ
、

つ
か
の
デ
サ
で
は
糖
業
へ
土
地
を
貸
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
以
前
の
朕
態
へ
戻
っ
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
さ
れ
り

し、

く

最
後
に

マ
デ
ィ
ウ
ン
の
例
を
検
討
し
よ
う
。
轄
換
が
貫
施
さ
れ
た
の
は
す
べ
て
マ
ゲ
タ
ン
牒
の
デ
サ
で
、
輔
換
面
積
は
ン
グ
ヌ
ッ
ト
七
九

パ
ウ
、

ド
ゥ
パ
ッ
六
一
バ
ウ
、
プ
ル
ウ
ォ
ス
チ
ョ
一
三
二
パ
ウ
、

ジ
ュ
タ
ッ
三
一
パ
ウ
、

ボ
ジ
ャ
ン
三
四
パ
ウ
、
ブ
ド
ウ
ホ
一
一
五
バ
ウ
、

ク

- 87ー

ル
ム
ピ
ッ
ト
一
一
七
バ
ウ
、

グ
ラ
ン
ダ
ン
四
六
バ
ウ
、
チ
ャ
ブ
ア
ン
二
四
六
バ
ウ
、

ル
バ
ッ
ク
一
四
三
バ
ウ
、

グ
ロ
グ
フ
七
九
パ
ウ
、
プ
チ
ャ

ン
一
二
一
一
パ
ウ

ン
ゲ
ボ
ン
四
三
バ
ウ
、

カ
ヌ
ン
一
一
一
一
バ
ウ
、
プ
レ
七
六
バ
ウ
、

ビ
リ
ッ
ク
二
四
三
バ
ウ
、

ク
テ
ィ
タ
ン
九
三
バ
ウ
、

ゴ
-
フ

ン
一
四

O
バ
ウ
、
バ
ク
ル
二

O
て
ハ
ウ
、
ル
ジ
ョ
サ
リ
二
↓
四
パ
ウ
と
か
な
り
多
い
。
こ
れ
ら
の
デ
サ
の
大
字
は
既
に
固
定
持
分
制
を
と
っ
て

帥

お
り
、
固
定
し
て
い
な
い
も
の
も
二

J
五
年
間
隔
の
割
替
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら
の
鱒
換
に
つ
い
て
は
、
一
八
九

O
、
九
一

同

商
年
に
は
轄
換
の
結
果
、
が
順
調
で
あ
る
と
評
債
さ
れ
、
ま
た
一
八
九
二
年
に
は
、
こ
の
う
ち
の
ゴ
ラ
ン
ガ
レ
ン
郡
の
五
デ
サ
で
は
住
民
が
新
し

闘

い
占
有
形
態
を
極
め
て
高
く
評
慣
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
九
五
年
の
内
て
・
に
よ
る
と
、
轄
換
は
固
定
持
分
制
以

上
に
は
準
展
し
で
い
な
い
、

い
く
ら
か
の
デ
サ
は
へ

l
レ
ン
デ

ィ
ン
ス
ト
と
の
関
係
で
奮
制
度
に
復
鯖
し
て
し
ま
っ
た
と
報
告
さ
れ
る
。
そ
の

理
由
と

L
℃
「
人
々
は
、
土
地
の
占
有
に
結
び
つ
い
て
い
る
へ
l
レ
ン
デ
ィ
ン
ス
ト
義
務
を
果
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
か
、
そ
の
つ
も
り
の
な
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い
相
績
者
は
、
遺
言
者
の
権
利
を
ひ
き
つ
ぐ
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
は
要
求
さ
れ
る
篠
件
を
満
た
す
別
の
者
に
受
け
つ
が
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
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い
う
、
輔
換
以
前
に
存
在
し
た
慣
行
を
止
め
る
こ
と
を
墓
ま
な
い
。
L

と
言
わ
れ
る
。
更
に
、
「
牧
量
に
閲
し
て
、
各
人
が
等
し
い
持
分
を
得
る

よ
う
に
土
地
の
分
割
が
出
来
な
か

っ
た
い
く
ら
か
の
デ
サ
に
お
い
て
は
、
各
人
が
順
番
に
肥
沃
な
土
地
の
持
分
を
得
る
定
期
的
交
換
を
伴
な
う

共
同
占
有
形
態
へ
復
蹄
し
た
。

代
理
人
が
見
つ
か
ら
ず
、

一
八
九
一

J
九
二
年
の
如
き
凶
作
の
年
に
は
、
無
主
に
な
っ
た
持
分
に
つ
い
て
は
、

一
時
的
に
個
人
占
有
地
を
共
同
占
有
に
戻
す
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
デ
サ
で
行
な
わ
れ
た
。」

同

固
定
も
確
固
と
し
て
レ
な
か

っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、

し
ば
し
ば

と
、
持
分
の

以
上
の
よ
う
に
、

オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
政
臆
の
め
ざ
し
た
轄
換
は
基
本
的
に
は
失
敗
で
あ

っ
た
。
轄
換
の
質
施
さ
れ
た
デ
サ
数
自
睦
が
多
く
な

か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
寅
現
し
た
と
い
わ
れ
る
轄
換
の
賓
情
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
定
期
割
替
を
底
止
し
た
、
即
ち
固
定
持
分
制
共
同
占
有

へ
と
移
行
し
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
で
は
ジ
ャ
ワ
の
共
同
占
有
が
解
践
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。

我
々
は
、

そ
れ
を
固
定
持
分
制
共
同
占

。。

有
の
増
加
と
そ
の
援
化
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、

章
を
改
め
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。

固
定
持
分
制
共
同
占
有
の
増
加
と
そ
の
嬰
化

固
定
持
分
制
共
同
占
有
は
、
既
に
同
-
M
N

・
段
階
に
お
い
て
も
チ
ェ
リ
ボ
ン
、
テ
ガ

ル
、
バ
ニ
ュ
マ
ス
、
プ
カ
ロ

ン
ガ
ン
、
バ
ゲ
レ
ン
の
各
州

同

及
び
ス
マ
ラ
ン
の
一
部
分
で
支
配
的
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
定
期
割
替
を
賞
施
し
な
い
共
同
占
有
形
態
で
あ
る
。
さ
て
、
八
二
年
J
九
七

年
の
聞
の
統
計
を
見
る
と
、
以
下
の
表
に
示
さ
れ
る
如
く
、
こ
の
時
期
に
は
共
同
占
有
内
に
お
い
て
、

闘

し
、
固
定
持
分
制
共
同
占
有
の
デ
サ
が
増
加
す
る
と
い
う
傾
向
が
看
取
し
う
る
。

定
期
割
替
を
貫
施
す
る
デ
サ
が
減
少

次
に
ミ
・
戸
、
・
を
見
る
と
、
全
ジ
ャ
ワ
、
マ
ヅ
ラ
七
六
鯨
の
う
ち
、
共
同
占
有
の
存
在
す
る
の
は
五
二
厭
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、

で
は
定
期
割
替
が
無
く
、
三
四
回
開
で
定
期
割
替
が
貧
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
う
ち
、
プ
マ
ラ
ン
、
ク
ド
ゥ
ス
、

ジ
L

・ハ
ラ
、
パ
チ
タ
ン
、
ル
ン
バ

ン
、
ボ
ジ
ョ
ネ
ゴ
ロ
、

一
八
豚

ケ
ン

J

ダ
ル
、
パ
テ
ィ
、

ス
ラ
バ
ヤ
、

ジ
ョ
ン
バ

ン
、
グ
リ
セ
、
ラ
モ

ン
ガ
ン
、

ト
ゥ
ル
ン
ア
グ
ン
の
二
ニ
豚
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1882 1887 1892 1897 

毎年割替デサ数 8，446 7，611 7，052 

同 面積 568，802 644，663 605，104 556，850 

2年以上の閲隔の割デ替 4，234 2，582 2，536 2，745 
サ数

同 菌積 347，001 255，601 234，714 290，229 

固定持分制共同占有ア 10，640 12，429 13，201 13，357 
サ数

同 面積 884，473 1，005，949 1，045，421 1，077，123 

K. V. 1883， Bijl. P， No. 11. 1888， Bijl. S， No.lI. 

1893， Bijl. V， No. 11. 1898， Bijl. P， No.I1. 

面積皐位は，バウ(1パゥ，=;0.7ha) 

出所

で
は
固
定
化
の
傾
向
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
い
。

今
、
そ
の
内
容
を
少
し
ば
か
り
例
示
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ダ
ル
鯨
で
は
「

ω土
地
占
有
者
は
し
ば
し
ば
互
い
に
合
意
の
上
で
、
劃
嘗
て
ら
れ
た
土

地
持
分
を
三
、
四
年
以
上
連
績
し
て
保
有
す
る
。

ω以
前
に
は
、
い
く
ら
か
の
デ
サ
で
は

水
田
持
分
の
割
嘗
が
毎
年
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
五
年
に

一
度
な
さ
れ
る
の

み
で
あ
る
。
ゆ
住
民
は
、
土
地
の
恒
久
分
割
を
要
求
し
向
。」
と
報
告
さ
れ
、

ス
マ
ラ
ン
の
ケ
ン

時
々

ま
た
ク
ド
ゥ
ス
豚
で
は
ユ
八
九
八
年

一
月
一
日
ま
で
は
、
そ
れ
ま
で
パ
テ
ィ
鯨
に
属

し
て
い
た
ト
ゥ
ン
ゲ
レ
ス
の
い
く
つ
か
の
デ
サ
に
割
替
制
が
な
お
存
在
し
た
。
こ
の
占

有
形
態
は
、
行
政
に
よ
っ
て
住
民
と
相
談
の
上
、
こ
の
日
附
で
固
定
持
分
制
へ
輔
換
さ

倒

れ
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
パ
テ
ィ
郡
で
は
、
「
パ
テ
ィ
、
ト
ヮ
ロ
ゴ
ウ
ン
グ
、
ジ
ウ
ア
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ナ
、
タ
ユ
各
郡
で
は
努
力
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
糖
業
の
影
響
と
水
田
持
分
の
地

味
の
差
に
よ
っ
て
轄
換
は
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
カ
エ
ン
で
は
努
力
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
地
味
の
悪
い
土
地
を
改
良
す
る
た
め
に
、
郡
行
政
の
影
響
下
に
多
く
の
デ
サ
で

固
定
持
分
制
が
施
行
さ
れ
た
。
い
く
ら
か
の

地
味
の
悪
い
た
め
放
棄
さ
れ
た
共
同
地

は
、
個
人
占
有
に
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
ジ
ャ
ケ

ン
副
郡
(
ジ
ャ
ケ
ナ
ン
郡
)
で

は
、
一
九

O
三
、
四
年
に
同
じ
理
由
で
固
定
持
分
制
が
施
行
さ
れ
向
。
」
と
あ
り
、
ス

ラ
パ
ヤ
州
ス
ラ
バ
ヤ
燃
で
は
「
ス
ラ
バ
ヤ
郡
の
多
く
の
デ
サ
は
、
以
前
は
毎
年
の
割
替

で
あ
っ
た
が
、
近
年
、
二
、
三
年
、
そ
れ
以
上
の
間
隔
の
割
替
に
な
り
、
ま
た
、
い
く

ら
か
の
デ
サ
で
は
定
期
割
替
の
な
い
固
定
持
分
さ
え
護
生
し
た
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ボ
グ



606 

五
年
間
隔
の
割
替
が
三
J
二
年
間
隔
、
時
に
は
毎
年
の
割
替
に
逆
行
し
た
。
ニ
デ
サ
で
は
、
土
地
改
良
の
た
め
持
分

崎

が
固
定
さ
れ
た
。
同
じ
目
的
で
、
グ
ヌ
ン
・
ク
ン
ド
ヮ
ン
郡
の
多
く
の
デ
サ
で
は
二
、
五
年
間
隔
の
割
替
が
導
入
さ
れ
た
に
と
報
告

ト
の
多
く
の
デ
サ
で
は
、

三
年
、

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
固
定
持
分
化
も
比
較
的
漸
次
的
に
賓
施
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
糖
業
へ
の
土
地
貸
出
等
の
理
由
で
そ
れ
が
阻
止

さ
れ
た
地
域
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
全
綾
と
し
て
は
〉
内
戸
、
・
で
は
「
極
め
て
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
定
期
割
替
制
共
同
占
有
を
固
定
持
分
制

同

共
同
占
有
へ
轄
化
す
る
努
力
は
出
て
き
て
い
る
。
」
と
評
債
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
定
期
割
替
制
が
次
第
に
固
定
持
分
制
へ
と
移
行
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
固
定
持
分
制
共
同
占
有
と
、
個
人
占
有
と
は
、
ど
の
黙
に
差
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
、
ハ
ッ
セ
ル
マ
ン
は
一
八
九
二
年
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
即
ち
、
基
本
的
な
硯
貼
は
、
誰
が
土
地
占
有
権

Z
N号
2
Z

を
行
使
す
る
か
と
い
う
黙
に
あ
り
、
個
人
的
使
用
権
の
場
合
は
使
用
者
が
同
時
に
占
有
者
で
あ
り
、
占
有
権
は
個
人
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
。
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こ
れ
に
封
し
て
共
同
使
用
権
の
場
合
に
は
、
持
分
保
有
者
は
使
用
者
に
す
ぎ
ず
、
占
有
権
は
、
デ
サ
首
長
や
役
人
に
代
表
さ
れ
る
共
同
鐙
に
蹄

属
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
雨
者
の
貫
質
的
な
差
異
は
、

ω占
有
者
が
相
績
人
又
は
持
分
権
保
有
者
を
残
さ
ず
に
死
去
し
た
場
合
、
個
人
占

有
地
は
国
家
に
牧
容
さ
れ
、
園
家
が
そ
れ
に
劃
す
る
慮
分
権
を
得
る
が
、
固
定
持
分
制
共
同
占
有
の
場
合
に
は
、
デ
サ
が
土
地
を
牧
容
し
、
そ

の
代
理
た
る
デ
サ
首
長
の
庭
理
に
委
ね
ら
れ
る
。

ω土
地
に
課
せ
ら
れ
た
諸
義
務
を
占
有
者
が
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
、
固
定
持
分
制
共
同
占

有
で
は
、
デ
サ
首
長
が
土
地
占
有
主
陸
と
し
て
の
共
同
捜
を
代
表
し
て
不
履
行
者
を
慮
罰
し
、
必
要
な
場
合
に
は
そ
の
土
地
を
混
牧
す
る
が
、

個
人
占
有
の
場
合
で
は
、
デ
サ
首
長
は
占
有
者
に
射
し
て
そ
の
よ
う
な
権
限
を
有
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
不
履
行
者
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
行
政
官

あ
る
い
は
原
住
民
行
政
官
の
所
へ
、
遺
っ
て
慮
置
を
委
ね
る
こ
と
で
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ω個
人
占
有
地
は
(
原
住
民
に
劃
し
て
)
期
限
な

し
に
買
却
で
き
る
が
、
共
同
占
有
地
の
場
合
に
は
期
限
が

一
J
数
年
と
限
ら
れ
て
お
り
、

帥

か
、
あ
る
い
は
そ
の
許
可
を
得
て
は
じ
め
て
貸
出
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

フ
ォ
ッ
ケ
ン
ス
の
デ
ィ
ン
ス
ト
に
関
す
る
報
告
第
一
跡
に
は
、
各
州
毎
に
土
地
占
有
形
態
の
朕
況
お
よ
び
個
人
占
有
と
共
同
占
有
の
差

し
か
も
普
通
は
前
も
っ
て
デ
サ
首
長
に
知
ら
せ
る

又



同

異
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
、
固
定
持
分
制
が
共
同
占
有
中
で
支
配
的
な
地
域
を
と
る
と
、
各
地
域
に
よ
っ
て
様
々
な
差
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
以
下
の
黙
が
、
ほ
ぼ
共
通
し
た
個
人
占
有
と
固
定
持
分
制
共
同
占
有
の
差
異
と
し
て
抽
出
で
き
よ
う
。

ω土
地
の
分
割
を
貧
施
す
る
場
合
、
共
同
占
有
地
の
固
定
持
分
は
封
象
と
な
る
が
、
個
人
占
有
地
は
封
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

ω南
形
態
の
混
在
す
る
デ
サ
で
は
、

一
般
に
個
人
占
有
地
の
ほ
う
が
、
共
同
占
有
持
分
よ
り
も
デ
ィ
ン
ス
ト
負
携
が
軽
く
、

菟
除
さ
れ
る
場

合
も
あ
る
。
叉
、
共
同
占
有
持
分
の
他
に
個
人
占
有
地
を
占
有
す
る
と
、

そ
の
個
人
占
有
地
に
つ
い
て
は
デ
ィ
ン
ス
ト
が
菟
除
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。

ω共
同
占
有
地
持
分
は
皐
濁
相
績
が
多
い
が
、
個
人
占
有
地
の
場
合
に
は
分
割
相
績
が
多
い
。
共
同
占
有
持
分
の
相
績
に
は
、
デ
サ
嘗
局
が

介
入
し
相
績
者
を
決
定
す
る
こ
と
が
あ
る
。
叉
、
共
同
占
有
持
分
の
相
績
に
は
デ
ィ
ン
ス
ト
負
措
が
必
要
保
件
で
あ
る
が
、
個
人
占
有
で
は

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
。
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伸
個
人
占
有
地
の
買
却
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
共
同
占
有
地
持
分
の
貫
却
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

伺
何
か
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
個
人
占
有
地
の
場
合
に
は
関
係
者
聞
で
協
議
し
た
り
、
あ
る
い
は
郡
行
政
の
裁
定
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、

共
同
占
有
の
場
合
に
は
デ
サ
首
長
が
裁
定
を
下
す
。

ハ
ッ
セ
ル
マ
ン
の
見
解
と
、
フ
ォ
ッ
ケ
ン
ス
の
調
査
報
告
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
雨
形
態
の
差
は
要
す
る
に
土
地
に
針
す
る
共

同
鐙
規
制
の
強
弱
に
あ
り
、
こ
の
差
が
デ
ィ
ン
ス
ト
遂
行
義
務
と
深
く
係
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上

さ
て
、
本
来
、
こ
の
よ
う
に
個
人
占
有
と
は
差
が
あ
っ
た
固
定
持
分
制
共
同
占
有
は
、
以
下
の
諸
例
が
示
す
よ
う
に
、

は
衣
第
に
そ
の
差
を
縮
め
、
事
買
上
、
個
人
占
有
と
ほ
と
ん
ど
饗
り
の
な
い
紋
態
に
ま
で
護
展
す
る
。

ωこ
の
地
方
の
土
地
占
有
は
、
公
式
に
は
固
定
持
分
制
共
同
占
有
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
賓
際
に
は
、
次
第
に
個
人
占
有
と
同
一

の
|
|
少
く
と
も
極
め
て
近
い
|
|
状
態
が
瑳
生
し
つ
つ
あ
る
。

:
:
:
デ
サ
の
内
部
事
情
が
こ
の
よ
う
な
性
質
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
耕
地

に
劃
す
る
共
同
盟
の
擢
利
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
な
り
、
現
質
的
な
意
味
を
持
た
な
い
俸
統
と
化
し
て
い
手
・
:
:
。
ハ
ケ
ド
ワ
同
)

い
く
ら
か
の
地
域
で

6@7 



全
く
同
じ
で
あ
る
。

(
ケ
ド
ゥ
l

即
ち
公
式
に
は
固
定
持
分
制
共
同
占
有
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
質
際
上
は
、

同

マ
ゲ
ラ
ン
牒
)

個
人
占
有

C
2
8
)
と

608 

ωい
わ
ゆ
る
回
目
指
即
日
目
占
有
、

ω個
人
的
に
占
有
さ
れ
る
土
地
の
耕
作
は
、
共
同
的
に
占
有
さ
れ
る
土
地
の
耕
作
と
全
く
同
一
で
あ
る
。

は
、
こ
こ
で
は
個
人
占
有
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
名
前
の
上
で
は
、
こ
れ
は
な
お
固
定
持
分
制
共
同
占
有
で
あ
る
が
、
貫
際
に
は
個
人

の
み
な
ら
ず
、
後
者
の
占
有
形
態

占
有
で
あ
る
。
共
同
鰻
メ
ン
バ
ー
は
、
持
分
保
有
者
の
誰
か
が
、

噌

(。フ
カ
ロ
ン
ガ
ン
、
テ
ガ
ル
鯨
)

そ
の
割
嘗
て
ら
れ
た
持
分
に
閲
し
て
何
を
し
よ
う
と
墓
ん
で
も
、
全
く
無

闘
心
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
固
定
持
分
制
共
同
占
有
の
持
分
に
劃
す
る
共
同
箆
規
制
の
空
洞
化
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
貼
を
も
う
少
し
具

鐙
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

ωマ
ジ
ュ
ラ
ン
で
は
、

お
そ
ら
く
、
現
寅
に
は
も
は
や
個
人
占
有
と
固
定
持
分
制
共
同
占
有
の
差
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
普
通
で
は

な
い
ケ
l
ス
の
生
じ
た
目
、
例
え
ば
、
質
際
に
は
も
う
ほ
と
ん
ど
な
い
の
だ
が
、
デ
ィ

ン
ス

ト
負
捨
義
務
者
数
を
増
や
す
こ
と
が
必
要
に
な

っ
た
時
で
あ
る
と
か
、
公
共
目
的
で
の
利
用
の
た
め
に
土
地
牧
容
を
す
る
場
合
と
か
、

い

て

、

な

お

こ

の

差

異

が

あ

ら

わ

れ

る

。

マ

ジ

ュ

ラ

ン

豚

)

ま
た
デ
サ
外
の
者
へ
の
土
地
譲
渡
の
場
合
な
ど
に
お
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(
ケ
ド
ゥ
l
、

同
現
寅
に
は
、
土
地
占
有
の
こ
の
形
態
(
回
定
持
分
制
共
同
占
有
|
|
引
用
者
)
は
、
個
人
的
土
地
占
有
と
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
占
有
者

は
自
由
意
志
で
土
地
を
慮
分
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
畿
道
、
重
要
水
路
の
建
設
と
い
っ
た
た
め
の
土
地
牧
容
の
時
に
の
み
、
共
同
占

有
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
即
ち
、
こ
の
場
合
に
は
補
償
は
全
土
地
占
有
者
に
分
配
さ
れ
、
耕
地
の
新
し
い
分
割
が
貧
施
さ
れ
る
の
で

(
ケ
ド
ゥ
l
、
プ
ル
ウ
ォ
ル
ジ
ョ
豚
〉

あ
る
。

以
上
の

ωω
の
例
に
よ
る
と
、
持
分
の
再
分
割
は
質
際
に
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
固
定
持
分
制
共
同
占
有
に
お

け
る
持
分
の
占
有
は
、
質
質
的
に
は
個
人
占
有
地
と
同
じ
く
ら
い
安
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
相
績
の
面
か
ら
見
る
と



帥
以
前
に
は
、
共
同
耕
地
の
持
分
権
保
有
者
が
死
去
す
る
と
、
デ
サ
は
そ
の
ク
l
リ
l
持
分
を
庭
分
で
き
、
相
績
者
以
外
に
割
嘗
て
る
こ
と

が
で
き
た
。
今
で
は
、
ク
l
リ
l
持
分
は
常
に
共
同
鐙
に
逼
知
せ
ず
に
相
績
者
が
受
縫
ぐ
。
占
有
者
が
死
去
し
た
場
合
に
、
ク

1
リ
I
持
分

同

を
息
子
全
員
に
分
割
す
る
と
い
う
習
慣
が
次
第
に
出
て
き
て
い
る
。
(
ケ
ド
ゥ

l
、
プ
ル
ウ
ォ
ル
ジ
ョ
豚
〉

と
あ
り
、
デ
サ
に
よ
る
相
績
へ
の
介
入
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
個
人
占
有
と
同
様
に
分
割
相
績
へ
と
嬰
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

土
地
の
譲
渡
に
関
し
て
は

明
ヤ
サ
地
も
デ
サ
耕
地
の
持
分
も
(
デ
サ
の
ア
ダ
ッ
ト
に
基
づ
い
た
)
相
績
法
が
適
用
さ
れ
、
叉
、
南
者
と
も
、
土
地
占
有
に
課
せ
ら
れ
る

デ
ィ
ン
ス
ト
遂
行
義
務
が
消
失
し
な
い
限
り
、
全
部
あ
る
い
は
部
分
的
に
、
他
デ
サ
住
民
に
射
し
て
も
(
普
通
は
買
却
に
よ
っ
て
)
譲
渡
し

同

(
ケ
ド
ゥ

l
〉

う
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

的
共
同
占
有
持
分
の
、
持
分
全
部
、
あ
る
い
は
部
分
的
な
買
却
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、

と
あ
り
、
寅
際
に
個
人
占
有
地
と
同
様
、
買
却
が
行
な
わ
れ
て
い
る
地
域
が
存
在
す
る
。
ま
た
、

ル
ド
ッ
ク
鯨
で
は
少
な
い
。

伺

(
バ
ゲ
レ
ン
)
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ケ
ド
ゥ

l
州
プ
ル
ウ
ォ
ル
ジ
ョ
鯨
で
は
、
共

同
値
メ
ン
バ
ー
の
同
意
を
得
ず
に
デ
サ
外
の
者
に
土
地
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
劃
し
て
、
制
限
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
質
問
に
射
し
て

例
共
同
占
有
耕
地
に
閲
す
る
限
り
、
以
前
に
は
こ
の
慣
行
が
存
在
し
た
に
違
い
な
い
が
、
次
第
に
す
た
れ
て
い
っ
た
。
現
在
で
は
、
共
同
耕

地
を
デ
サ
外
の
者
に
譲
渡
す
る
の
に
は
デ
サ
首
長
に
通
告
す
る
だ
け
で
あ
り
、
共
同
践
メ
ン
バ
ー
全
般
の
同
意
は
要
求
さ
れ
な
い
円
。

と
の
解
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ミ
・
司
・
の
こ
の
質
問
項
目
は
固
定
持
分
制
共
同
占
有
と
個
人
占
有
の
南
形
態
を
封
象
と
し
て
お
り
、
固
定
持

分
制
の
み
を
分
け
て
報
告
し
て
い
る
の
は
こ
の
鯨
だ
け
で
あ
る
が
、
南
者
を
含
め
て
考
え
る
と
、
こ
の
慣
行
が
以
前
に
は
存
在
し
弱
ま
っ
た
か

な
く
な
っ
た
地
域
は
、
こ
の
豚
の
他
に
同
州
の
マ
ゲ
ラ
ン
鯨
、
ク
プ
メ
ン
鯨
及
び
パ
ス
ル
ア
ン
州
マ
ラ
ン
牒
で
あ
加
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
項
に
よ
る
と
、
以
前
か
ら
こ
う
し
た
制
限
が
な
か
っ
た
と
報
告
さ
れ
る
鯨
が
か
な
り
の
数
を
占
め
る
。
こ
れ
を
同
-
M
W
段

階
と
比
較
す
る
と
、
同
-
M
N
・
で
は
デ
サ
行
政
が
世
襲
的
個
人
占
有
地
の
買
却
を
同
一
デ
サ
内
の
住
民
に
射
し
て
の
み
に
限
定
す
る
と
い
う
の
が

同

中
部
ジ
ャ
ワ
の
多
く
の
州
で
の
一
般
的
な
現
象
で
あ
る
と
記
し
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、

活09

ミ
・
司
・
で
以
前
か
ら
制
限
が
な
か
っ
た
と
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い
う
の
は
、
む
し
ろ
同
・
同
の
調
査
以
降
に
制
限
が
な
く
な
っ
た
と
解
樟
し
た
方
が
良
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
解
揮
が
許
さ
れ
れ
ば
、
土
地

貰
却
に
劃
す
る
共
同
鰻
規
制
は
全
鐙
と
し
て
か
な
り
緩
ん
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
更
に
進
む
と
、
先
の
プ
ル
ウ
ォ
ル
ジ
ョ
牒
の
例
の
よ

う
に
共
同
占
有
持
分
に
ま
で
及
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、

い
く
ら
か
の
地
域
に
つ
い
て
、
固
定
持
分
制
共
同
占
有
が
個
人
占
有
と
寅
質
的
に
饗
り
な
い
と
い
う
例
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

ミ
・
酒
、
・
で
は
全
躍
的
な
評
債
と
し
て

周
知
の
如
く
、
恒
久
的
に
分
割
さ
れ
た
共
同
占
有
地
面
積
は
、
現
在
極
め
て
庚
い
。
こ
れ
と
、
い
わ
ゆ
る
世
襲
的
個
人
占
有
と
の
差
は
、
少

く
と
も
普
通
の
朕
況
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
主
要
な
差
は
、
一
般
に
上
述
し
た
共
同
占
有
の
場
合
に
は
、
特
に
デ
サ
外
の
住
民
へ
の
譲
渡
の

場
合
に
共
同
鐙
メ
ン
バ
ー
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
あ
ま
り
生
じ
な
い
ケ
l
ス
に
す
ぎ
な
い
が
、
必
要
な
場
合
、
持
分
の
再
分
割

即
ち
縮
小
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
個
人
占
有
で
は
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
年
、
こ
の
差
を
更
に
縮
め
よ
う
と
す
る
努

力
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
特
に
、
強
制
的
デ
ィ
ン
ス
ト
の
軽
減
、
地
代
負
諜
の
改
善
と
よ
り
公
正
な
徴
牧
、

ま
た
各
地
で
の
官
吏
の
影
響
力

- 94-

の
行
使
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
デ
サ
に
お
い
て
こ
の
努
力
は
非
常
に
力
強
く
進
め
ら
れ
、
共
同
鐙
の
権
利
は
、
事
責
上
名
目
的
な
も

制

の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
共
同
占
有
は
、
轄
換
と
い
う
ド
ラ
ス
テ
ィ
ヅ
ク
な
形
で
は
解
睦
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
持
分
を
次
第

に
固
定
化
し
、
共
同
位
規
制
を
形
骸
化
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
形
で
、

徐
々
に
解
健
の
過
程
を
辿
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
解
践
の
特
質
は
如
何
な
る
篠
件
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、

章
を
改
め
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
た

L、。

共
同
占
有
解
陸
の
要
因



阿
見
・
口
に
は
、
共
同
ー占
有
と
個
人
占
有
の
い
ず
れ
を
草
む
か
と
い
う
質
問
項
目
に
謝
す
る
解
答
が
、
各
地
域
毎
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
?

我
々
は
先
ず
、
こ
の
時
期
に
ジ
ャ
ワ
の
農
民
が
何
故
に
共
同
占
有
を
支
持
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
含

ま
れ
て
い
る
問
題
黙
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

共
同
占
有
支
持
の
第
一
の
理
由
は
、

デ
ィ
ン
ス
ト
の
負
携
を
公
卒
に
分
割
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
貼
に
あ
る
。

こ
の
結
は
テ
ガ

ス
ラ
パ
ヤ
な
ど
で
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
ス
マ
ラ
ン
で
は
「
政
鹿
の
た
め
の
砂
糖
キ
ピ
栽
培
の
貫

伺

施
さ
れ
て
い
る
所
で
は
、
こ
れ
以
外
に
は
牧
入
と
負
措
を
公
卒
化
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
報
告
さ
れ
、
ま
た
ス
ラ
パ

ヤ
で
は
「
オ
ラ
ン
ダ
の
支
配
が
績
く
限
り
、
ま
た
我
々
が
砂
糖
キ
ピ
栽
培
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
り
、
我
々
は
毎
年
の
割
替
を
維
持
し
ょ

同

う
と
思
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
強
制
栽
培
制
度
と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ノレ、

ス
マ
-
フ
ン
、

ク
J

ア
ィ
リ
、

マ
デ
ィ
ウ
ン
、

第
二
は
、
第
一
黙
と
関
連
し
て
、
土
地
の
分
割
が
、
地
味
の
差
が
大
き
く
て
も
う
ま
く
出
来
る
と
い
う
貼
で
あ
る
。
例
え
ば
、
テ
ガ
ル
の
プ

伺

マ
ラ
ン
牒
で
は
最
良
の
持
分
を
順
番
に
得
ら
れ
る
こ
と
が
共
同
占
有
維
持
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、

場
合
、
人
々
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
世
襲
的
個
人
占
有
を
適
用
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

土
地
生
産
性
に
差
が
あ
り
、

一
つ
の
水
田
が

Fhd 

n
w
d
 

ま
た
ジ
ャ
パ
ラ
で
は
「
共
同
占
有
地
の

他
の
す
べ
て
の
水
田
と
牧
量
が
等
し
く
な
る
よ
う
な
形
で
持
分
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
現
在
、
毎
年
の
割
替
で
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
出
来

な
い
か
ら
で
あ
何
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

第
三
は
、
共
同
占
有
の
場
合
、
持
分
保
有
者
数
を
増
や
す
こ
と
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
貼
で
あ
る
。
例
え
ば
、
バ
ゲ
レ
ン
の
ウ
ォ
ノ
ロ
ト
郡

は
個
人
占
有
も
存
在
す
る
が
共
同
占
有
の
ほ
う
が
好
ま
れ
る
地
域
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
住
民
は
そ
の
理
由
と
し
て
、

共
同
占
有
の
場
合
、
新
し

〈
土
地
持
分
を
輿
え
る
た
め
に
は
既
存
の
持
分
を
縮
小
す
る
こ
と
に
よ
り
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
の
で
あ
る
が
、

制

に
か
か
る
の
で
全
く
困
難
は
な
い
と
言
う
。

こ
の
負
携
は
デ
サ
住
民
全
世

611 

第
四
番
目
に
「
各
々
の
持
分
権
保
有
者
に
と
っ
て
、
そ
の
子
供
達
が
常
に
農
民
と
し
て
生
計
を
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
確
か
で
あ
る
。
」
(
マ
デ

ィ
ウ
伊
「
共
同
占
有
の
場
合
、
各
持
分
保
有
者
は
、
そ
の
子
供
も
共
同
慢
の
土
地
の
持
分
を
得
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
貧
困
か
ら
守
ら
れ
る
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と
い
う
保
誼
を
持
っ
て
い
る
。
」
(
パ

↑一
ュ
マ
ス
)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
子
供
に
も
確
寅
に
持
分
が
手
に
入
る
と
い
う
利
黙
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。以

上
を
見
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
共
同
占
有
支
持
意
見
は
、

い
ず
れ
も
デ
ィ
ン
ス
ト
負
捻
が
重
い
と
い
う
朕
況
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い

う
酷
で
あ
る
。
強
制
栽
培
制
度
期
に
お
い
て
課
せ
ら
れ
る
様
々
な
デ
ィ
ン
ス
ト
義
務
に
劉
し
、
そ
の
負
捨
を
如
何
に
公
卒
に
分
措
し
、
軽
減
す

土
地
の
割
替
に
よ
っ
て
は
じ
め

る
か
と
い
う
封
醸
の
中
で
、
共
同
占
有
が
支
持
を
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
封
鷹
は
、

て
貫
現
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
針
躍
は
共
同
占
有
と
い
う
土
地
占
有
形
態
に
内
在
す
る
デ
メ
リ

ッ
ト
を
固
定
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
。

第
一
に
、
割
替
の
賓
施
は
農
業
生
産
の
設
展
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

ス
ラ
パ
ヤ
州
の
共
同
占
有
を
と
る
多
く
の
デ
サ
に
お

い
て
、
人
々
は
次
の
貼
に
同
意
し
た
と
い
わ
れ
る
。

個
人
占
有
が
墓
ま
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
占
有
が
縫
績
す
れ
ば
、
現
在
は
毎
年
新
た
に
作
り
な
お
し
て
い
る
水
路
を
蟹
更
す
る
必
要
が
な
く
な

り
、
水
路
が
確
定
さ
れ
る
の
で
、
濯
甑
に
と
っ
て
最
大
の
利
金
を
も
た
ら
す
・
:

- 96ー

(
割
替
制
の
場
合
に
は
)
痩
せ
た
区
劃
を
割
嘗
て
ら
れ

同

た
場
合
、
翌
年
は
肥
沃
な
匿
劃
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
、
そ
れ
を
骨
身
を
削
っ
て
耕
作
し
よ
う
と
は
し
な
い
・

こ
の
例
は
、
毎
年
の
定
期
割
替
に
よ
る
瀧
紙
面
、
第
働
意
欲
面
で
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

ま
た
パ

-
一
品
マ
ス
で
は
「
共
同
占
有
の
場
合
、
土
地
に
施
し
た
改
良
の
成
果
が
他
人
の
手
に
渡
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
楽
し
み
を
子
供
に
保
誼

帥

で
き
な
い
こ
と
は
不
公
卒
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
、
土
地
改
良
が
準
ま
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

第
二
に
、
共
同
占
有
に
お
い
て
は
、
デ
サ
首
長
は
共
同
健
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
共
同
鰻
メ
ン
バ
ー
に
劃
し
て
強
い
権
力
を
行
使
し
う

る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
土
地
の
分
割
の
仕
方
に
も
し
ば
し
ば
反
映
す
る
と
い
う
側
面
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、

い
く
つ
か
の
例
を

検
討
し
よ
う
。

二
二
八
バ
ウ
二
分
の

一
の
う
ち
、
デ
サ
首
長
が
一
七
パ
ウ
、
八
六
名
の
デ
サ
役
人
が
一
五
八
バ
ウ
三
分
の
一
を
持
つ
。
普
通
の
農
民
は
各
々



レ
ヘ
ン
ト
の
郵
便
局
の
長
が
二
パ
ウ
、
五
人
の
郵
便
配
達
が
各
々
一
パ
ウ
を
持
つ
。

こ
の
貸
出
料
は
、
デ
サ
首
長
や
デ
サ
役
人
が
上
級
機
関
所
在
地
へ
呼
び
出
さ
れ
る
場
合
の
費
用
に

制

(
チ
ェ
リ
ボ
ン
州
ト
ゥ
ラ
ガ
郡
ト
ゥ
ラ
ガ
)

こ
の
デ
サ
は
、
土
地
持
分
は
基
本
的
に
は
固
定
し
て
い
る
が
、
時
々
、
持
分
保
有
者
数
の
増
加
が
生
じ
、
そ
の
場
合
、
従
来
の
持
分
を
縮
小
し

同

て
新
し
い
持
分
を
つ
く
り
出
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

-そ
し
て
、

二
分
の
一
パ
ウ
を
持
ち
、
老
イ
ス
ラ
ム
借
が
二
バ
ウ
、

九
八
ウ
が
貸
出
さ
れ
る
が
、

充
て
ら
れ
る
。

-
次
の
例
は
パ
ス
ル
ア
ン
州
グ
ラ
テ
ィ
郡
に
閲
す
る
監
督
官
の
報
告
で
あ
る
。

、
土
地
の
毎
年
の
定
期
割
替
、
割
嘗
は
デ
サ
首
長
及
び
デ
サ
役
人
の
手
で
な
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
こ
れ
に
関
し
て
、
友
人
や
親
戚
の
者
に
他
の
-

い者
を
犠
牲
に
し
て
肥
沃
で
大
き
な
土
地
区
劃
を
割
嘗
て
優
遇
し
た
り
、
何
ら
か
の
理
由
で
彼
ら
に
敵
劃
す
る
者
に
最
も
悪
い
土
地
区
劃
を
割

嘗
て
る
と
い
っ
た
不
正
行
痛
を
や
り
う
る
し
、
常
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
官
吏
の
耳
に
届
く
ん
』
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
貫
際
、
時
々
や
っ
て

伺

い
る
の
で
あ
る
。
.

、
こ
の
他
に
も
、
新
た
に
持
分
を
作
り
出
す
場
合
、
「
水
田
は
デ
サ
嘗
局
が
輿
え
る
こ
と
を
墓
ん
だ
者
に
輿
え
ら
れ
る
」
(
チ
ェ
リ
ボ
ン
州
ク
ニ

同

ン
ガ
γ
郡
ル
ン
コ
γ
)
、
「
持
分
の
贋
き
は
、
デ
サ
嘗
局
の
同
意
に
か
か
っ
て
い
る
」

同

ヨ
マ
ス
-

L

「
ン
ゴ
〉
と
い
っ
た
例
も
見
ら
れ
る
。
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(
同
州
チ
ア
ミ
ス
郡
チ
シ
ン
ヵ
、

及
び
ヅ
ン
ジ
ヤ
ル
郡
チ

こ
れ
ら
の
例
は
、
共
同
占
有
に
固
有
な
土
地
割
替
を
利
用
し
て
、
デ
サ
の
支
配
者
た
る
デ
サ
首
長
ら
が
自
ら
の
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
黙
は
同
・
均
一
に
よ
れ
ば
、
特
に
チ
ェ
リ
ボ
ン
で
は
な
は
だ
し
い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
向
、
他
の
地
域
で
も

同

大
な
り
小
な
り
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
存
在
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。

第
三
に
、
持
分
の
細
分
化
の
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
本
来
、
持
分
保
有
の
要
件
は
デ
ィ
シ
ス
ト
を
遂
行
で
き
る
こ
と
、
結
婚
し
て
お

り
デ
サ
内
に
庭
地
と
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
允
が
、
強
制
栽
培
制
度
期
の
デ
ィ
ン
ス
ト
負
携
の
重
塵
に
よ
っ
て
ζ
の
制
限
が
緩
和

{i13 

さ
れ
、
先
述
し
た
よ
う
に
共
同
占
有
は
新
た
に
持
分
保
有
者
を
増
や
す
こ
と
が
容
易
な
た
め
、
ど
ん
ど
ん
持
分
保
有
者
が
増
や
さ
れ

J

た
め
に
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持
分
面
積
は
極
め
て
縮
小
し
た
。
こ
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
結
果
が
生
じ
た
か
に
つ
い
て
以
下
、

ωプ
カ
ロ
ン
ガ
ン
州
マ
シ
ン
郡
バ
ン
ジ
ラ
ン
・
ロ
ル
||
こ

の
デ
サ
の
水
田
面
積
は
、
八
パ
ウ
の
共
同
占
有
の
も
の
と
、
デ
サ
首
長
の
職
回

同

同

三
パ
ウ
の
計
一
一
バ
ウ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
持
分
保
有
者
数
を
増
加
さ
せ
る
場
合
に
は
、
従
来
の
持
分
を
縮
小
し
て
新
し
い
持
分
を
作
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
デ
ィ
ン
ス
ト
負
措
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
デ
ィ

ン
ス
ト
遂
行
希
草
者
に
は
す
べ
て
持
分
保
有
を
認
め
た
。

い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

こ
の
結
果
、
各
持

分
の
面
積
は
四
分
の
一
バ
ウ
ま
で
縮
小
し
、
「
こ
ん
な
に
小
さ
い
持
分
の
た
め
に
デ
ィ
ン
ス
ト
を
負
携
す
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
職
人
に
な
る
」
と
、

持
分
受
取
を
拒
否
す
る
者
ま
で
現
わ
れ
恥

ωバ
ゲ
レ
ン
州
プ
リ
ン
郡
ク
チ
ャ
ウ
ェ
ン
・
ウ
タ
ン
l
l
|
水
田
面
積
は
個
人
占
有
七
バ
ウ
四
分
の
一
、
共
同
占
有
一
三
バ
ウ
五
分
の
一
、
他

同

に
デ
サ
首
長
の
職
田
五
分
の
三
パ
ウ
、
デ
サ
役
人
の
職
回
一
パ
ウ
五
分
の
一
で
あ
る
。
共
同
占
有
持
分
は
可
能
な
限
り
持
分
を
固
定
し
て
お
く

同

怖

の
が
原
則
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
デ
ィ
ン
ス
ト
負
措
の
軽
減
の
た
め
、
庭
地
を
持
た
な
い
者
に
も
強
制
的
に
持
分
を
保
有
さ
せ
た
。
こ
の
結

同

果
、
各
持
分
は

0
・
一
二

J
0
・
一
五
バ
ウ
に
ま
で
縮
小
し
た
。

ωク
デ
ィ
リ
州
コ
タ
・
ト
レ
ン
ガ
ル
ク
郡
ダ
ラ
ン
|
|
水
図
面
積
は
共
同
占
有
五
七
バ
ウ
二
分
の
一
、
デ
サ
首
長
の
職
回
四
バ
ウ
、
デ
サ
役

蜘

人
の
職
回
八
パ
ウ
二
分
の
一
で
あ
る
。
こ
の
デ
サ
で
は
毎
年
の
定
期
割
替
が
寅
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
割
替
は
持
分
保
有
者
相
互
の
調
整
に
よ

り
な
さ
れ
る
と
い
わ
れ
私
。
こ
こ
で
は
、
行
政
側
の
命
令
に
よ
り
、
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
の
た
め
に
、
全
農
民
が
デ
ィ
ン
ス
ト
負
携
を
強
制
さ
れ
て

倒

岡

持
分
保
有
者
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
持
分
面
積
は
二
分
の
一
バ
ウ
に
縮
小
し
た
。

川
内
ハ
二
マ
ス
州
プ
ル
ウ
ォ
ク
ル
ト
郡
カ
ラ
ン
ク
デ
・
ク
ワ
ン
|
|
水
図
面
積
は
共
同
占
有
八
四
バ
ウ
、
デ
サ
首
長
の
職
田
一
三
バ
ウ
、
デ

刷

帥

品
ソ
役
人
の
職
回
二
一
バ
ウ
で
あ
る
。
こ
の
デ
サ
で
は
、
藍
の
強
制
栽
培
が
賞
施
さ
れ
て
以
来
、
他
デ
サ
出
身
者
に
も
持
分
保
有
権
を
認
め
た
。
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制
ル
ン
パ
ン
州
カ
パ
ン
ジ
ャ
テ
ィ
郡
ン
ガ
デ
ィ
プ
ル
ウ
オ
|
|
水
図
面
積
は
共
同
占
有
四
パ
ウ
四
分
の
三
、
デ
サ
首
長
の
職
田
三
バ
ウ
四
分

闘

の
一
、
デ
サ
役
人
の
職
図
面
積
は
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
庭
地
所
有
者
に
は
持
分
保
有
を
強
制
し
、
懐
り
に
こ
れ
を
拒
否
し
て
も
デ
ィ
ン
ス

制

闘

ト
負
猪
義
務
を
課
し
た
。
こ
の
た
め
、
持
分
が
縮
小
し
そ
の
債
値
が
低
下
し
た
の
で
、
持
分
保
有
は
順
番
制
に
な
っ
た
。



以
上
の
よ
う
に
、
持
分
面
積
は
家
計
維
持
に
必
要
と
い
わ
れ
る
一
パ
ウ
を
は
る
か
に
下
廻
る
に
至
り
、
も
は
や
こ
れ
以
上
の
分
割
は
不
可
能

な
と
こ
ろ
ま
で
縮
小
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
持
分
数
を
制
限
す
る
と
い
っ
た
デ
サ
が
か
な
り
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
パ
ス
ル
ア
ン
州
グ
ン
ポ
ル
郡
の
ド
ゥ
リ
リ
ン
や
、
パ
ン
ダ
カ
ン
郡
の
ル
ド
ッ
ク
と
い
っ
た
デ
サ
で
は
、
砂
糖
栽
培
賞
施
に
よ
り
持
分

同

制

保
有
者
た
る
要
件
を
緩
和
し
た
た
め
、
持
分
が
縮
小
し
す
ぎ
持
分
教
を
固
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
、
チ
ェ
リ
ボ
ン
州
の
プ
ル
ム
ボ

ン
郡
ト
ゥ
ル
ス
ミ
、
パ
リ
マ
ナ
ン
郡
プ
ン
ガ
ン
ポ
ン
、
ラ
ン
チ
ャ
郡
カ
ウ
ン
・
ラ
ラ
ン
で
は
コ
ア
ィ
ン
ス
ト
負
措
義
務
を
有
す
る
農
民
の
敷
は

固
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
持
分
の
小
さ
い
こ
と
に
原
因
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
報
告
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、
持
分
面
積
に
下
限
を
設
け
た
デ
サ
も
み
ら
れ
る
。

パ
ニ
ム
マ
ス
の
ス
カ
ラ
ジ
ャ
郡
ジ
ョ
ン
ポ
・
ク
ロ
ン
で
は
八
分
の
一
一
パ

ゥ
、
ア
ジ
バ
ラ
ン
郡
カ
ラ
ン
ト
ク
ン
ガ
ー
で
は
四
分
の
一
バ
ウ
、

ジ
十
ン
ブ
郡
マ
ル
ガ
サ
ナ
で
は
二
分
の
一
バ
ウ
で
あ
る
。

ま
た
、
バ
ゲ
レ
ン

パ
ラ
ン
郡
ジ
ュ
ナ
ン

ガ
ン
で
は
、
持
分
保
有
を
志
願
す
る
者
は
、
水
田
の
贋
さ
が
充
分
で
な
け
れ
ば
一
持
分
が
空
く
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
加
。

の
ク
ブ
メ
ン
郡
ク
パ
ス
カ
ン

マ
デ
ィ
ウ
ン
の
パ
チ
タ
ン
郡
ト
ゥ
モ
ン
、

ス
マ
ン
-
ア
ン
、

ス
マ
ン
テ
ン
郡
ト
ゥ
レ
マ
ス
、
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こ
の
よ
う
な
吠
況
が
嫌
が
っ
て
く
る
と
、
先
述
し
た
共
同
占
有
支
持
理
由
の
一
つ
で
あ
る
持
分
保
有
者
の
子
供
が
常
に
農
民
と
し
て
生
計
を

立
て
う
る
と
い
う
黙
も
、
賓
現
が
困
難
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
?

!

以
上
の
よ
う
に
、
共
同
占
有
が
重
い
デ
ィ
ン
ス
ト
へ
の
劉
麿
と
し
て
支
持
さ
れ
、
多
く
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
内
包
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
強
制

栽
培
制
度
が
底
止
さ
れ
て
ゆ
き
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
デ
ィ
ン
ス
ト
が
軽
減
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
一
九
世
紀
末
J
二
O
世
紀
初
頭
の
歴
史
的

過
程
に
お
い
て
は
、
政
臆
や
官
吏
の
奨
陽
、
説
得
を
受
け
い
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
こ
と
、
即
ち
土
地
権
が
次
第
に
固
定
化
し
て
ゆ
く
傾
向
が
出

て
く
る
の
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
既
に
こ
の
傾
向
は
同
-
M
N

・
段
階
に
お
い
て
も
先
駆
的
に
確
認
さ
れ
る
。
即
ち
チ
ェ
リ
ボ
ン
の
ル
バ
ク
ワ
ン
ギ
郡

の
パ
グ
ン
ダ
ン
で
は
固
定
持
分
制
は
藍
の
強
制
栽
培
慶
止
後
に
護
生
し
た
と
い
わ
れ
、

同

培
贋
止
後
の
も
の
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

マ
ジ
ャ
ル
ン
カ
郡
の
パ
ニ
ン
キ
ラ
ン
で
は
砂
糖
キ
ピ
栽

615 

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
外
在
的
保
件
の
饗
化
と
と
も
に
、
農
業
生
産
の
障
害
で
あ
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
の
克
服
が
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
得



616 

な

い

。

プ

マ

ラ

ン

腕

で

は

、

自

分

の

匡

劃

を

持

つ

こ

と

を

希

制

同

草
し
た
」
の
で
あ
り
、
グ
リ
セ
豚
の
グ
リ
セ
、
ブ
ン
ガ
ワ
ン
ジ
ム
ロ
雨
郡
で
は
「
特
に
施
肥
の
貼
か
ら
割
替
間
隔
を
延
長
す
る
傾
向
が
示
さ
れ
」

「
人
々
は
、

よ
り
よ
く
耕
作
し
、
土
地
が
し
ば
し
ば
愛
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

ラ
モ
ン
ガ
ン
燃
の
グ
ヌ
ン

・
ク
ン
ド
ゥ
ン
郡
、

同

と
い
う
観
貼
か
ら
」
固
定
化
の
努
力
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
農
業
生
産
向
上
へ
の
期
待
は
、
内
・
~
~
段
階
に
お
い
て
も
、
個
人

制

占
有
支
持
の
理
由
と
し
て
よ
り
よ
い
耕
作
に
よ
っ
て
土
地
改
良
、
生
産
増
が
期
待
で
き
る
と
い
う
貼
が
あ
げ
ら
れ
る
州
が
多
い

こ
と
か
ら
も
明

マ
ン
ト
ゥ
ッ
プ
郡、

ル
ン
キ
ル
郡
で
は
「
施
肥
と
よ
り
よ
い
耕
作
に
よ
っ
て
土
地
を
改
良
す
る

ら
か
な
よ
う
に
、
潜
在
的
に
ジ
ャ
ワ
の
共
同
鐙
農
民
が
抱
い
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
外
在
的
保
件
の
緩
和
と
と
も
に
、

こ
れ
が
土
地
権
固
定

化
の
一
つ
の
原
動
力
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
質
際
、
持
分
が
固
定
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
農
業
面
で
前
進
が
見
ら
れ
た
と
す
る

報
告
は
、

「
監
督
官
医
バ
タ
ン
で
は
、
久
し
く
全
土
地
が
世
襲
的
個
人
占
有
、
叉
は
固
定
持
分
制
共
同
占
有
で
占
有
さ
れ
て
い
る
。
老
デ
サ
首

長
達
に
よ
れ
ば
、
人
々
は
、
現
在
で
は
、

土
地
が
ま
だ
定
期
割
替
制
共
同
占
有
で
占
有
さ
れ
て
い
た
以
前
に
比
べ
て
、

極
め
て
し
っ
か
り
と
耕

そ
れ
以
来
、
土
地
に
劃
し
て
よ
り
以
上
の
注
意
が
排
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、

同

嗣

ぐ
の
石
を
除
去
す
る
と
か
、
多
く
の
肥
料
を
施
す
と
か
。
:
:
:
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
土
地
改
良
の
前
進
を
示
し
て
い
る
。

的
な
持
分
割
や
聞
に
繁
っ
た
の
で
あ
る
。

田
面
か
ら
多
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作
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
「
こ
れ
に
封
し
て
、

監
督
官
医
ス
バ
で
は

わ
ず
か
五
J
六
年
聞
に
、
共
同
耕
地
(
水
田
)
の
定
期
割
替
が
、
恒
久

さ
て
、
そ
れ
で
は
何
故
に
鴎
換
即
ち
世
襲
的
個
人
占
有
へ
一
一
挙
に
拙
変
え
る
こ
と
が
失
敗
に
終
り
、
共
同
桂
規
制
を
徐
々
に
弱
め
る
形
で
の
共

同
占
有
の
解
佳
と
い
う
コ

l
ス
が
採
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
姉
崎
換
が
賞
際
に
は
固
定
持
分
制
共
同
占
有
ま
で
し
か
至
ら
な
か
っ
た
ス
ラ
バ
ヤ
、

マ
デ
ィ
ウ
ン
の
例
を
見
る

と

一
意
で
見
た
よ
う
に
、

い
ず
れ
も
デ
サ
の
土
地
に
劃
す
る
底
分
権
の
縫
績
か
、
デ
ィ
ン
ス
ト
負
据
と
の
閥
係
か
ら
診
一
吉
れ
て
い
る
。
ま

た
、
次
の
例
は

一
八
八
七
年
に
時
換
を
希
望
し
た
が
、
結
局
、
轄
換
を
貫
施
し
な
か
っ
た
マ
デ
ィ
ウ
ン
州
マ
ゲ
タ
ン
厭
の

一一一

の
デ
サ
が
、

轄
換
に
際
し
て
附
帯
す
る
こ
と
を
希
草
し
た
篠
件
で
あ
る
。

ω土
地
占
有
者
が
、
そ
の
土
地
に
課
せ
ら
れ
る
へ

l
レ
ン
デ
ィ
ン
ス
ト
を
途
行
す
る
代
理
人
を
定
め
ず
に
移
住
し
た
場
合
、
こ
の
土
地
に
闘



じ
で
は

e

占
有
者
が
相
績
者
を
残
さ
ず
に
死
去
し
た
の
と
同
様
に
取
扱
う
べ
き
で
-
去
っ
℃
，い
っ
た
者
の
家
族
へ
の
譲
渡
は
、
新
し
く
土
地
を

得
る
者
が
、
そ
の
土
地
に
課
せ
ら
れ
る
負
捨
を
果
し
う
る
吠
態
に
あ
り
、
そ
の
つ
も
り
が
あ
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ω

土
地
の
占
有
権
の
買
却
は
、
購
入
者
が
デ
サ
内
に
居
住
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
そ
の
土
地
に
課
せ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
負
捲
を
果
す
た
め
の

代
理
人
を
立
て
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ω土
地
占
有
者
が
、
病
気
の
た
め
、
一
定
日
数
の
問
、
負
捲
を
果
す
紋
態
に
な

い
と
か
、
こ
の
た
め
の
代
理
人
を
立
て
る
用
意
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
土
地
は
、
彼
が
再
び
自
ら
負
揺
を
措
い
う
る
か
代
理
人
に
果
さ
せ

帥

る
よ
う
に
な
る
ま
で
、

一
時
的
に
彼
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
例
は
、
デ

ィ
リJ

ス
ト
の
負
措
者
が
減
少
し
な
い
よ
う
に
、
個
人
的
権
利
の
制
限
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、
個
人
占
有
に
す
れ
ば
新
た
な
持
分
保
有
者
を
増
や
し
て
デ
ィ
ン
ス
ト
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
他
デ
サ
住
民
に
土
地

が
移
っ
て
し
ま
い
、
残
り
の
者
の
デ
ィ
ン
ス
ト
負
捨
が
重
く
な
る
な
ど
、
デ
ィ
ン
ス
ト
負
措
の
閥
係
か
ら
輔
換
に
至
ら
な
か
っ
た
例
が
多
く
見

ら
れ
る
。

ζ

の
ζ

と
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
デ
ィ
グ
ス
ト
の
軽
減
は
確
か
に
歴
史
的
傾
向
で
あ
る
が
、
そ
の
ベ

l
ス
は
現
貨
に
は
比
較
的
経
か

で
あ

々
向
と
い
う
黙
と
割
腹
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
住
民
側
と
し
て
は
、
持
分
を
固
定
化
し
つ
つ
も
、
デ
ィ
ン
ス
ト
負

櫓
に
劉
雁
し
う
る
固
定
持
分
制
共
同
占
有
を
選
揮
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
方
式
な
ら
ば
、
デ
サ
首
長
の
反
射
も
、
そ
れ
程

に
は
強
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
彼
ら
は
一
面
で
は
共
同
盟
メ
ン
バ
ー
に
劃
す
る
権
力
を
残
し
つ
つ
、
も
う
一
面
で
は
持
分
の

固
定
化
に
似
り
土
地
の
移
動
(
買
却
、
賃
貸
〉
が
従
来
よ
り
も
容
易
に
な
っ
た
こ
と
を
利
用
し
、
デ
サ
内
の
土
地
集
積
者
と
し
て
登
場
し
て
く

る
の
で
あ
る
。

- 101ー

も
ち
ろ
ん
、
轄
換
の
阻
止
要
因
と
さ
れ
る
地
味
の
不
均
等
、
糖
業
へ
の
土
地
貸
出
は
、
こ
の
よ
う
な
国
定
持
分
化
に
と
っ
て
も
大
き
な
障
害

と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
固
定
持
分
化
自
陸
、
極
め
て
緩
慢
に
し
か
準
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

解
鐙
は
一
つ
の
歴
史
的
傾
向
と
し
て
確
認
し
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
で
の
共
同
占
有
の

617 
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わ

り

お

本
稿
で
は
、
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
共
同
占
有
が
、
政
臆
の
考
え
た
よ
う
に
一
事
に
は
解
鎧
せ
ず
、
緩
慢
な
解
躍
の
コ
l
ス
を
と
っ
た
こ
と
を
述

べ
た
。
重
い
デ
ィ
ン
ス
ト
負
措
が
、
徐
々
に
し
か
軽
減
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
黙
が
、
時
換
と
い
う
形
で
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
解
鐙
を
阻
止

し
た
基
本
的
な
要
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
う
し
た
中
に
も
、
共
同
占
有
の
矛
盾
が
失
第
に
願
在
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
割
替
を

贋
止
し
、
共
同
鐙
規
制
を
次
第
に
空
洞
化
し
、
事
質
上
の
土
地
私
有
権
の
確
立
を
め
ざ
す
努
力
が
、
次
第
に
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
ジ
ャ
ワ
の
農
民
は
、
は
じ
め
て
共
同
鰻
農
民
と
い
う
枠
を
離
れ
、
分
解
の
可
能
性
を
持
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
論
心
つ
く
せ
な
か
っ
た
問
題
は
多
い
が
、
特
に
一
九
世
紀
末
以
来
の
商
品
経
済
設
展
と
共
同
占
有
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
全
く
燭
れ

ら
れ
な
か
っ
た
J

二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
土
地
質
却
に
関
す
る
共
同
健
規
制
の
弛
緩
が
か
な
り
見
ら
れ
、
現
質
に
土
地
買
却
が
か
な
り
存
在

じ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
貼
を
想
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
充
分
誼
明
す
る
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
集
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ

い
ず
れ
別
の
機
舎
に
検
討
し
た
い
。

ら
の
貼
は
、

註ω
こ
の
調
査
結
果
が
、
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times being dubbed as the Rebellion of Red Turbans. Rebels of the later

times ｅ，ｇ･，Hsii Hung-iu 徐鴻儒, the T'ien-ti hｕi天地會, the T'ai-p'ing

t’ｉｅｎ-Jiｕｏ太平天国, and the Ｈｕｎｇ-ｃｈ’ｉａｎｇ　hｕi紅槍會, too often refer to

the Red Turbans.　It can also be said that such tradition is continuing

even today, as shown in the attitude to equate the Red Army with the

revolutionary army･

The Dissolution of Communal Ownership in Java

　　　　　　　　　　

びemuΓαｙαぶzzθ

　　

Beginning the latter half of the nineteenth century, plantations by

the private capital replaced gradually the cultuur∫telsel i. e., the forced

cultivation system as the main pillar of exploitation economy in the

colonial Java.　At the same time, the communal ownership of rice丘elds

widespread in the central and eastern Java emerged as ａ major problem

for the colonial rule. The government of Dutch East Indies attempted

in various ways to turn this into ａ personal and hereditary ownership ；

the efforts, ho■ｗｅver, ended up eventually in failure｡

　　

Within the communal ownership itself, on the other hand, there was

ａ tendency to have the members' share fiχed, resulting in the growing

number of so-called ｃｏｍｕｎａａｌｂｅｚiｔｍｅt ｖａｓtｅａａｎｄｅｅｌｅれ,that is the

communal ownership with fiχed share.　Moreover, as the increasingly

easier

　

sale of　the　land　shows, the restrictions　governing community

became virtually meaningless｡

　　

The communal ownership in Java, to sum up, was dissolved not in

the drastic way the colonial government wanted, but rather through a

gradual course.　That the ｈｅｅｒｅｎｄｉｅｎｓｔ,　ａ　Iorcedlabour system for public

purposes, was not reduced radically was mainly responsible for this. At

the same time, certain demerits of the communal ownership, for example

its inability to meet with the increased production led to its dissolution｡

　　

A11 told, the communal ownership of land in Java followed the

course to dissolution. That is to say that the conditions necessary for

the partition of peasantry were formed.

- ３－


